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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を二次元走査しながら被検査物に照射して前記被検査物からの反射波を電気信号
に変換して出力する超音波プローブであって、
　前記被検査物とは異なる既知の音響インピーダンスを有し、超音波を透過しうる材料か
らなり、その内部に超音波伝達媒体が充填可能な収容体と、
　前記収容体内に収容され、照射する超音波の焦点位置が前記収容体の外表面付近に設定
され、前記反射波を受信して電気信号に変換しうる超音波振動子と、
　前記超音波振動子を駆動して超音波の照射点を二次元的に走査させる二次元走査手段と
、
　前記二次元走査手段により超音波の照射点が走査される範囲内であってかつ前記収容体
の外表面に配置され、前記収容体とは異なる既知の音響インピーダンスを有するリファレ
ンス部材と
を備えたことを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】
　前記超音波伝達媒体は純水であることを特徴とする請求項１に記載の超音波プローブ。
【請求項３】
　前記二次元走査手段は、前記超音波振動子を回転駆動させるロータ部を含んで構成され
ていることを特徴とする請求項１または２に記載の超音波プローブ。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波プローブと、前記超音波プローブが着脱
可能なハンドピース部とを備えたことを特徴とする超音波プローブユニット。
【請求項５】
　前記ハンドピース部内に、前記二次元走査手段を駆動制御する制御手段を設けたことを
特徴とする請求項４に記載の超音波プローブユニット。
【請求項６】
　前記ハンドピース部内に、前記超音波振動子で変換した信号に基づいて前記反射波の強
度を検出する信号強度検出手段を設けたことを特徴とする請求項４または５に記載の超音
波プローブユニット。
【請求項７】
　超音波を二次元走査しながら被検査物に照射し、得られた反射波に基づいて前記被検査
物を可視化する超音波画像検査装置であって、
　装置本体と、前記被検査物からの反射波を電気信号に変換して前記装置本体に出力する
請求項４に記載の超音波プローブユニットとを備え、前記装置本体は、前記反射波の強度
に基づいて前記被検査物の音響インピーダンスを求める演算手段と、前記被検査物の音響
インピーダンスに基づいて音響インピーダンス像を生成する処理を行う画像生成手段とを
有することを特徴とする超音波画像検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を二次元走査しながら被検査物に照射してその被検査物からの反射波
を電気信号に変換して出力する超音波プローブ、そのプローブを備えた超音波プローブユ
ニット、及び超音波画像検査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術中において切除する部位の大きさは、術後の患者の負担を考えるとできるかぎ
り小さく抑えるべきであるが、患部の一部が切除されずに残ってしまうと病気が再発する
といった問題がある。このため、切除後の残留部分から標本（生体組織）をサンプリング
し、患部の拡がりがないことを確認する必要がある。現在、この作業は、摘出した生体組
織の切片を染色し、光学顕微鏡で観察することによって行われている。組織確定診断は、
病理学的所見に基づいて標本部分に患部が拡がっていないことを確認する診断であるが、
切片の染色には数日を要することから、術後の確認に用いられている。
【０００３】
　術中においては、縫合前に患部が残されていないことを短時間で判断することが要求さ
れる。そのため、特殊な染料を用いて短時間で染色し、標本部分に患部が拡がっていない
ことを概ね確認する「組織迅速診断」といった方法も実用化されている。ところが、この
組織迅速診断においても１時間程度の時間を必要とし、この間手術が中断されるので、こ
れに代わる方法として、超音波による音速像の観察が提案されている。つまり、超音波に
よって音速像を得る場合には、染色法を用いなくても生体組織の観察を行うことができる
。このことから、組織確定診断を行う診断装置として超音波顕微鏡を応用した製品の開発
が進められている。
【０００４】
　具体的には、従来の超音波顕微鏡では、単一周波数のバースト波を利用し、反射した超
音波信号の強度や位相を解析することで、生体組織の性状を観察する。しかし、このよう
な超音波顕微鏡には、超音波信号の測定に長時間を要するという問題があった。また、十
分な精度と安定度を持った発振器や測定系などのアナログシステムが必要となるため、装
置が大型化、複雑化するといった問題もあった。
【０００５】
　これら問題を解消して術中診断を可能とするための手段として、本発明者らはパルス励
起型の超音波顕微鏡をすでに提案している（例えば、非特許文献１参照）。このパルス励



(3) JP 4660752 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

起型超音波顕微鏡を用いた観察では、生体から組織から切り出し、その組織を用いて厚さ
数μｍの凍結切片５１を作製し、これをまずガラス基板５２上に固定する（図７参照）。
そして、パルス波でトランスデューサ５３を励起して超音波Ｓｏを出力させ、その超音波
Ｓｏを水などの媒質５４を介して凍結切片５１に照射する。そして、組織表面の反射波Ｓ
ａとガラス基板５２（組織背面）の反射波Ｓｂとの合成波を、トランスデューサ５３で受
信する。さらに、この受信波をフーリエ変換して基板５２からの直接反射と比較すること
により、強度及び位相スペクトルを得る。
【０００６】
　ところで、バースト波を用いた従来方式では、同じ測定点で周波数を切り替えて何回も
測定し、組織表面の反射と背面の反射の干渉とを観測する必要があった。これに対して、
パルス励起型超音波顕微鏡によれば、１回の測定で算出することができるという利点があ
る。この測定で得られた信号強度の極小点の周波数をｆｍ、そのときの位相をφｍとする
と、組織表面と背面からの反射は極小点では逆位相となる。すなわち、極小点においては
組織表面からの反射は背面からの反射より位相が（２ｎ－１）π進んでおり、φｍ＋（２
ｎ－１）πとなる（ｎは自然数）。従って、組織の厚さｄ、水の音速Ｃ０とすると、
【０００７】
【数１】

が成立している。
【０００８】
　従って、次式のように組織厚さｄが求まる。
【０００９】
【数２】

【００１０】
　また、距離２ｄを組織音速Ｃで通過した波と水の音速Ｃ０で通過した波との位相差がφ
ｍであることから、
【００１１】
【数３】

となり、次式のように組織音速Ｃが求まる。
【００１２】

【数４】

【００１３】
　このように、組織音速Ｃを測定しながら、トランスデューサ５３を２次元走査すること



(4) JP 4660752 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

により、２次元の音速像が得られる。
【００１４】
　このパルス励起型超音波顕微鏡では、広帯域のパルス波を用い、反射波をフーリエ変換
して周波数領域で解析することにより、測定時間が短縮される。また、パルス発生回路が
バースト波回路に比べて簡単に構成可能なことや、必要な周波数成分を含んでいればパル
ス波の波形成形が不要であることなどから、ハードウエアを比較的簡単に実現できるとい
う利点がある。
【００１５】
　また、特許文献１では、生体の音響インピーダンス像を得るための音響インピーダンス
測定装置が開示されている。この測定装置では、超音波振動子とλ／４整合層とを備えた
超音波伝送路を複数本束ねて、各超音波伝送路で得られた音響インピーダンスにより生体
を可視化している。具体的には、超音波伝送路の一端が超音波振動子に接続され他端がλ
／４整合層を介して被測定物に直接接触されている。そして、その超音波伝送路を伝搬す
るエコーパルス（反射波）をフーリエ変換し、それにより周波数領域の振幅と位相に変換
されたフーリエスペクトルから被測定物の音響インピーダンスを算出している。また、超
音波伝送路として石英ファイバーを使用しており、その直径に応じた分解能で音響インピ
ーダンスが測定される。
【００１６】
　さらに、特許文献２では、超音波の反射波を利用して容易に診断を行う超音波診断装置
が提案されている。この超音波診断装置では、超音波を照射する超音波プローブユニット
を人体の検査部位に直接当てて、超音波の反射信号を画像処理することにより人体内部の
診断が行われる。
【特許文献１】特開２００３－３２２５５８号公報
【特許文献２】特開２００４－３０５４５１号公報
【非特許文献１】「医用超音波：パルス励起型超音波音速顕微鏡」（「超音波TECHNO」VO
L.15 No.6(2003.11～12)（１０１～１０５頁）日本工業出版社発行）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところで、外科手術を実施する医師の意見として、病理検査に持ち込む段階でほぼ１０
０％の信頼性をもって患部が残留していないことを保証したいといった要望がある。これ
を実現するためには、標本（生体組織）をサンプリングすることなく、術中に医師が直接
プローブを当てて患部が拡がっていないことを確認できる装置が必要となる。
【００１８】
　ところが、上記パルス励起型超音波顕微鏡において、音速像を得るためには生体組織の
凍結切片５１を使用する必要があり、直接プローブを当てて患部の状態を確認することは
できない。
【００１９】
　一方、特許文献１の音響インピーダンス測定装置では、直接プローブを当てて患部の状
態を確認することは可能である。しかし、この音響インピーダンス測定装置では、高解像
度の音響インピーダンス像を得るために、石英ファイバーからなる超音波伝送路を極めて
細く形成し、複数本の超音波伝送路を束ねる必要があるため、製造コストが嵩み実用化す
るための障害となる。さらに、複数本の超音波伝送路において、λ／４整合層を正確に形
成することは困難であり、正確に形成できない場合には音響インピーダンスの算出の際に
誤差が生じてしまう。
【００２０】
　また、特許文献２の超音波診断装置でも、直接プローブを当てて患部の状態を確認する
ことは可能である。しかし、この超音波診断装置では、扇状のビームをもつ超音波を人体
内部に向けて照射し、臓器などで反射した反射波に基づいて、患部を可視化する。このた
め、高解像度の画像を表示できず、微細な患部を見逃してしまう可能性が高い。
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【００２１】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、被検査物表面の画像と
して高解像度の音響インピーダンス像を得ることができる超音波プローブ、超音波プロー
ブユニット、超音波画像検査装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明では、超音波を二次元走査しながら
被検査物に照射して前記被検査物からの反射波を電気信号に変換して出力する超音波プロ
ーブであって、前記被検査物とは異なる既知の音響インピーダンスを有し、超音波を透過
しうる材料からなり、その内部に超音波伝達媒体が充填可能な収容体と、前記収容体内に
収容され、照射する超音波の焦点位置が前記収容体の外表面付近に設定され、前記反射波
を受信して電気信号に変換しうる超音波振動子と、前記超音波振動子を駆動して超音波の
照射点を二次元的に走査させる二次元走査手段と、前記二次元走査手段により超音波の照
射点が走査される範囲内であってかつ前記収容体の外表面に配置され、前記収容体とは異
なる既知の音響インピーダンスを有するリファレンス部材とを備えたことを特徴とする超
音波プローブをその要旨とする。
【００２３】
　請求項１に記載の超音波プローブによれば、収容体の外表面を被検査物に直接当てて検
査を開始すると、超音波振動子から照射される超音波は、収容体の外表面付近、すなわち
被検査物表面に焦点を合わせた状態で照射され、その照射点が二次元走査手段によって二
次元的に走査される。またこのとき、超音波振動子によって被検査物表面からの反射波が
受信されて電気信号に変換され、その電気信号に基づいて反射波の強度が判定される。そ
して、その反射波の強度と収容体の音響インピーダンスとに基づいて、音響インピーダン
スが求められる。このようにすると、被検査物の表面における微細な位置での音響インピ
ーダンスを求めることができ、超音波の二次元操作により複数点の音響インピーダンスを
求めることで、被検査物表面の画像として高解像度の音響インピーダンス像を生成するこ
とが可能となる。さらに、リファレンス部材の反射波の強度とその音響インピーダンスと
を被検査物の音響インピーダンスの算出に用いて、所定の補正を行うことが可能なため、
被検査物の音響インピーダンスを正確に測定できる。また、リファレンス部材を超音波の
走査範囲内に設けたので、リファレンス部材からの反射波の測定に続いて、被検査物の反
射波を迅速に測定することができる。
【００２４】
　本発明において、被検査物として生体組織を可視化する場合、アクリル樹脂などのよう
に生体組織とは音響インピーダンスの異なる樹脂材料を用いて収容体を形成することが好
ましい。このように、音響インピーダンスの異なる樹脂材料を用いる場合、その収容体外
表面と生体組織の表面との間で反射される超音波の強度が大きくなるため、生体組織の音
響インピーダンスを的確に求めることができる。
【００２５】
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記超音波伝達媒体は純水であることを
その要旨とする。
【００２６】
　請求項２に記載の発明のように、超音波伝達媒体として純水を用いると、超音波の減衰
が少なくなり、照射する超音波の周波数を高めることができ、音響インピーダンスを高い
精度で求めることができる。
【００２７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２において、前記二次元走査手段は、前記超
音波振動子を回転駆動させるロータ部を含んで構成されていることをその要旨とする。
【００２８】
　請求項３に記載の発明によれば、二次元走査手段のロータ部によって超音波振動子を回
転駆動させることにより、振動の少ない高速走査が実現される。
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【００２９】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波プローブと、
前記超音波プローブが着脱可能なハンドピース部とを備えたことを特徴とする超音波プロ
ーブユニットをその要旨とする。
【００３０】
　請求項４に記載の発明によれば、超音波プローブユニットがハンドピース部を備えるの
で、医師などがそのプローブユニットを手で持って使用することができる。また、超音波
プローブとハンドピース部が別々に構成されるので、超音波プローブの表面が汚れた場合
、洗浄された別のプローブに交換することができる。また、超音波プローブとハンドピー
ス部とのいずれか一方が故障した場合には、故障した方を正常なものに交換することがで
きる。従って、超音波プローブユニットの取り扱い性やメンテナンス性を向上することが
できる。
【００３１】
　請求項５に記載の発明は、請求項４において、前記ハンドピース部内に、前記二次元走
査手段を駆動制御する制御手段を設けたことをその要旨とする。
【００３２】
　請求項５に記載の発明によれば、制御手段をハンドピース部内に設けることにより、超
音波プローブの小型化が可能となる。
【００３３】
　請求項６に記載の発明は、請求項４または５において、前記ハンドピース部内に、前記
超音波振動子で変換した信号に基づいて前記反射波の強度を検出する信号強度検出手段を
設けたことをその要旨とする。
【００３４】
　請求項６に記載の発明によれば、信号強度検出手段をハンドピース部内に設けることに
より、超音波プローブの小型化が可能となる。
【００３５】
　請求項７に記載の発明は、超音波を二次元走査しながら被検査物に照射し、得られた反
射波に基づいて前記被検査物を可視化する超音波画像検査装置であって、装置本体と、前
記被検査物からの反射波を電気信号に変換して前記装置本体に出力する請求項４に記載の
超音波プローブユニットとを備え、前記装置本体は、前記反射波の強度に基づいて前記被
検査物の音響インピーダンスを求める演算手段と、前記被検査物の音響インピーダンスに
基づいて音響インピーダンス像を生成する処理を行う画像生成手段とを有することを特徴
とする超音波画像検査装置をその要旨とする。
【００３６】
　請求項７に記載の発明によれば、反射波の電気信号が上記超音波プローブユニットから
装置本体に出力される。そして、その装置本体において、演算手段により、反射波の強度
に基づいて被検査物の音響インピーダンスが求められるとともに、画像生成手段により、
その音響インピーダンスに基づいて音響インピーダンス像を生成するための処理が行われ
る。その結果、被検査物表面の画像として高解像度の音響インピーダンス像を生成するこ
とができる。
【００３７】
　本発明において、演算手段及び画像生成手段を有する装置本体は、コンピュータなどの
処理装置で実現されるものであり、算出した音響インピーダンスの大きさに応じてカラー
変調した画像データを生成する。この画像データにより、音響インピーダンスの大きさに
応じて色分けされた音響インピーダンス像を得ることができ、その音響インピーダンス像
によって、音響インピーダンスの分布を容易に確認できる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上詳述したように、請求項１～７に記載の発明によると、被検査物表面の画像として
高解像度の音響インピーダンス像を得ることができる超音波プローブ、超音波プローブユ
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ニット、超音波画像検査装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明を具体化した一実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。図１は本実施
形態における超音波画像検査装置１の概略構成を示す概略構成図である。
【００４０】
　超音波画像検査装置１は、超音波プローブユニット２と、装置本体としてのパーソナル
コンピュータ（パソコン）３とから構成されている。超音波プローブユニット２とパソコ
ン３とは例えばＵＳＢケーブル４を介して接続される。
【００４１】
　超音波プローブユニット２は、超音波プローブ５と、先端部にその超音波プローブ５を
着脱可能なハンドピース部６とを備える。この超音波プローブ５は、超音波を二次元走査
しながら被検査物に照射して、その被検査物からの反射波を電気信号に変換して出力する
機能を有している。このハンドピース部６はいわゆる把持部であって、手で把持可能な長
さ及び直径を有している。それゆえ、この超音波プローブユニット２は、例えば、術中に
医師などが患者の体の検査を行うために用いられる。この場合、使用者はハンドピース部
６を手で持ち、超音波プローブ５を患者の体（被検査物としてのインビボの生体組織）に
直接当てるようにする。
【００４２】
　具体的には、超音波プローブ５は、収容体としてのプローブケース１１と、超音波振動
子としてのトランスデューサ１２と、二次元走査手段としての第１ロータ部１３及び第２
ロータ部１４と、リファレンス部材１５とを備える。プローブケース１１は、生体組織と
は異なる既知の音響インピーダンスを有し、超音波を透過しうる材料（例えば、アクリル
樹脂）を用いて、先端部が略半球形状に形成されている。プローブケース１１の内部には
、超音波伝達媒体（具体的には純水）Ｗが充填されている。
【００４３】
　本実施の形態では、プローブケース１１の内部に第１ロータ部１３及び第２ロータ部１
４が収納されており、ケース先端側に設けられた第１ロータ部１３の外周面には、２つの
トランスデューサ１２が設けられている。これら２つのトランスデューサ１２は、高分子
系の圧電材料からなり、第１ロータ部１３の回転軸１３ａを中心として１８０度離れた位
置に設けられている。この構成であると、回転軸１３ａを中心とする重量バランスがよく
なるので、振動の発生を確実に防止することができる。
【００４４】
　トランスデューサ１２が照射する超音波は、超音波伝達媒体Ｗを介して円錐状に収束さ
れてプローブケース１１の外表面で焦点を結ぶようになっている。なお本実施形態では、
トランスデューサ１２として、例えば、口径が３ｍｍ、高さ３ｍｍ、中心周波数８０ＭＨ
ｚ、帯域幅５０～１０５ＭＨｚ（－６ｄＢ）の仕様のものを用いている。
【００４５】
　本実施の形態において、第１ロータ部１３は、超音波プローブユニット２の短手方向と
平行な回転軸１３ａを介してハウジング１７に回転可能に支持されている。また、第２ロ
ータ部１４は、超音波プローブユニット２の長手方向と平行な回転軸１４ａを介してハウ
ジング１７を支持しており、そのハウジング１７とともに第１ロータ部１３を回転させる
。これらロータ部１３，１４は、回転速度や回転位置が制御可能な周知の電動モータで構
成される。なお、第１ロータ部１３への電源供給やトランスデューサ１２に対する電気信
号の授受は図示しないスリップリングを介して行われる。
【００４６】
　また、プローブケース１１の外表面において超音波の照射点が走査される範囲内には、
リファレンス部材１５（例えば、エポキシ樹脂）が設けられている。本実施形態のリファ
レンス部材１５は、例えば、エポキシ樹脂により形成される。従って、リファレンス部材
１５は、アクリル樹脂からなるプローブケース１１とは異なる既知の音響インピーダンス
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を有している。
【００４７】
　超音波プローブユニット２におけるハンドピース部６内には、各ロータ部１３，１４を
駆動制御する制御手段としてのロータ制御回路２１、超音波を送受信するための信号処理
回路２２、電気信号の入出力を行うためのＩ／Ｆ回路２３などが設けられている。Ｉ／Ｆ
回路２３としては、パソコン等の標準インターフェースであるＵＳＢインターフェースが
用いられる。なお、Ｉ／Ｆ回路２３としては、ＵＳＢインターフェースの他にＩＥＥＥ１
３９４インターフェースを採用してもよく、また、データ転送速度は遅くなるが、シリア
ルインターフェースやパラレルインターフェースを採用することもできる。
【００４８】
　図２は、超音波画像検査装置１の電気的な構成を示すブロック回路図である。
【００４９】
　図２に示されるように、超音波プローブユニット２におけるロータ制御回路２１は、各
ロータ部１３，１４に接続されており、パソコン３から出力される駆動制御信号をＩ／Ｆ
回路２３を介して取り込み、その駆動制御信号に基づいて各ロータ部１３，１４を駆動し
て各ロータ部１３，１４とともにトランスデューサ１２を回転させる。具体的には、ロー
タ制御回路２１は、第１ロータ部１３を所定の回転速度で回転させ、第１ロータ部１３が
半回転（１８０°回転）する度に第２ロータ部１４を所定の角度だけ回転させる。これに
より、プローブケース１１の外表面（つまり生体組織の表面）に沿って超音波の照射点が
２次元的に走査される。
【００５０】
　信号処理回路２２は、送信回路２４、受信回路２５、送受波分離回路２６、検波回路２
７、Ａ／Ｄ変換回路２８を備える。
【００５１】
　送信回路２４は、トランスデューサ１２を駆動させるためのパルスを発生させる回路で
あり、トリガ回路２４ａとパルス発生回路２４ｂとを備える。送信回路２４において、ト
リガ回路２４ａは、パソコン３から出力される制御信号をＩ／Ｆ回路２３を介して取り込
み、その制御信号に基づいて第１ロータ部１３の回転に同期したトリガ信号を生成する。
パルス発生回路２４ｂは、そのトリガ信号に応答して励起パルスを生成する。その励起パ
ルスが送受波分離回路２６を介してトランスデューサ１２に供給されてトランスデューサ
１２から超音波が照射される。なお、本実施の形態では、第１ロータ部１３の回転により
トランスデューサ１２がプローブケース１１の先端側の走査範囲内に移動したときに、制
御信号に基づいてトリガ信号が生成され、その走査範囲内でのみ超音波が照射されるよう
になっている。
【００５２】
　本実施の形態のトランスデューサ１２は、送受波兼用の超音波振動子であり、生体組織
で反射した超音波（反射波）を電気信号に変換する。そして、その反射波の信号は送受波
分離回路２６を介して受信回路２５に供給される。受信回路２５は、信号増幅回路を含み
、反射波の信号を増幅して検波回路２７に出力する。
【００５３】
　信号強度検出手段である検波回路２７は、図示しないゲート回路、遅延回路、演算回路
、ＢＰＦ（バンドパスフィルタ）及びピークホールド回路などを含み、生体組織からの反
射波の信号強度を検出する。
【００５４】
　ここで、本実施の形態の検波回路２７が行う具体的な信号処理について、図３のタイミ
ングチャートに従い説明する。
【００５５】
　図３に示すように、トランスデューサ１２で受波した反射波信号（原波形）には、プロ
ーブケース内表面（超音波伝達媒体Ｗとの界面）での反射波信号、生体組織表面（プロー
ブケース外表面との界面）での反射波信号、生体組織内部での反射信号などを含む。従っ
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て、検波回路２７では、ゲートパルスに応じてゲート回路が動作して、各反射波信号のな
かから生体組織表面での反射波信号のみが切り出される。なお、このゲートパルスは、ト
ランスデューサ１２への励起パルスの出力タイミングから所定時間が経過したときに出力
される。また、ゲート回路による切り出し波形に同期して、窓関数パルス用のトリガが生
成されている。
【００５６】
　生体組織表面の反射波信号は、遅延回路を通して所定時間だけ遅延され、乗算器を用い
て遅延波形に窓関数パルスをかけることで、生体組織表面の反射波信号に続くノイズが抑
制される。さらに、窓関数パルスによる切り出し波形はＢＰＦを通して高周波ノイズが除
去された後、検波波形が得られる。そして、その検波波形のピーク値がピークホールド回
路でホールドされ、そのピーク値が検波回路２７から出力される。なお、図示しないが、
測定点毎（励起パルスがトランスデューサ１２に出力される毎）にリセット信号が検波回
路２７に供給され、ピークホールド回路でホールドされているピーク値が初期値にリセッ
トされるようになっている。
【００５７】
　図２に示すように、検波回路２７の出力信号は、Ａ／Ｄ変換回路２８に供給されてＡ／
Ｄ変換された後、Ｉ／Ｆ回路２３を介してパソコン３に転送される。
【００５８】
　パソコン３は、ＣＰＵ３１、Ｉ／Ｆ回路３２、メモリ３３、記憶装置３４、入力装置３
５、及び表示装置３６を備え、それらはバス３７を介して相互に接続されている。
【００５９】
　ＣＰＵ３１は、メモリ３３を利用して制御プログラムを実行し、装置全体を統括的に制
御する。制御プログラムとしては、各ロータ部１３，１４による２次元走査を制御するた
めのプログラムや音響インピーダンスを算出するためのプログラムなどを含む。
【００６０】
　Ｉ／Ｆ回路３２は、超音波プローブユニット２との間で信号の授受を行うためのインタ
ーフェース（具体的には、ＵＳＢインターフェース）であり、超音波プローブユニット２
に制御信号（ロータ制御回路２１や送信回路２４への制御信号）を出力したり、超音波プ
ローブユニット２からの転送データ（Ａ／Ｄ変換回路２８からＩ／Ｆ回路２３を介して転
送されるデータ）を入力したりする。
【００６１】
　表示装置３６は、例えば、ＬＣＤやＣＲＴなどのカラーディスプレイであり、生体組織
の音響インピーダンス像や、各種設定の入力画面を表示するために用いられる。入力装置
３５は、キーボードやマウス装置などであり、ユーザからの要求や指示、パラメータの入
力に用いられる。
【００６２】
　記憶装置３４は、磁気ディスク装置や光ディスク装置などであり、その記憶装置には制
御プログラム及び各種のデータが記憶されている。ＣＰＵ３１は、入力装置３５による指
示に従い、プログラムやデータを記憶装置３４からメモリ３３へ転送し、それを逐次実行
する。なお、ＣＰＵ３１が実行するプログラムとしては、メモリカード、フレキシブルデ
ィスク、光ディスクなどの記憶媒体に記憶されたプログラムや、通信媒体を介してダウン
ロードしたプログラムでもよく、その実行時には記憶装置３４にインストールして利用す
る。
【００６３】
　次に、本実施の形態の超音波プローブ５を患者の体（被検査物としてのインビボの生体
組織）に直接当ててその生体組織の音響インピーダンスを算出する方法について説明する
。
【００６４】
　本実施の形態では、リファレンス部材１５からの反射波の強度と生体組織からの反射波
の強度とを測定し、それら反射波の強度に基づいて生体組織の音響インピーダンスを求め
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ている。
【００６５】
　具体的には、図４（ａ）に示すように、プローブケース１１を介してリファレンス部材
１５に超音波Ｓｏを照射し、リファレンス部材１５での反射波Ｓｒを測定する。リファレ
ンス部材１５においてその表面と直交する角度で照射される超音波（入射波）Ｓｏと反射
波Ｓｒとは次式（５）の関係が成り立つ。
【００６６】
【数５】

【００６７】
　ただし、Ｚｓはプローブケース１１の音響インピーダンスであり、Ｚｒはリファレンス
部材１５の音響インピーダンスである。
【００６８】
　また、図４（ｂ）に示すように、生体組織３９表面に超音波Ｓｏを照射し、生体組織３
９表面での反射波Ｓｔを測定する。生体組織３９表面と直交する角度で照射される超音波
Ｓｏと反射波Ｓｔとは次式（６）の関係が成り立つ。
【００６９】
【数６】

【００７０】
　ただし、Ｚｔは生体組織３９の音響インピーダンスである。
【００７１】
　従って、上記式（５），（６）から生体組織３９の音響インピーダンスＺｔは、次式（
７）により求められる。
【００７２】

【数７】

【００７３】
　なお、プローブケース１１の音響インピーダンスＺｓやリファレンス部材１５の音響イ
ンピーダンスＺｒは、制御プログラムのデータとして記憶装置３４に予め記憶されている
。また、上記の式（６）で示されるように、プローブケース１１の音響インピーダンスＺ
ｓが生体組織３９の音響インピーダンスＺｔと等しい場合、生体組織３９表面で超音波が
反射しなくなる。そのため、プローブケース１１としては、生体組織３９の音響インピー
ダンスＺｔを考慮してその材料を選択するとよく、例えば、音響インピーダンスＺｓが生
体組織３９の３倍程度の大きさの材料を用いる。また、超音波伝達媒体Ｗとの界面となる
プローブケース１１の内表面側でも超音波の反射が起こるため、超音波伝達媒体Ｗの音響
インピーダンスも考慮してプローブケース１１の材料を選択することが好ましい。
【００７４】
　次に、本実施の形態において、音響インピーダンス像を生成するための処理について、
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図５のフローチャートに従い説明する。
【００７５】
　まず、ＣＰＵ３１からの指示に基づいてロータ制御回路２１により第１ロータ部１３及
び第２ロータ部１４が駆動され、超音波の照射点がリファレンス部材１５に位置するよう
に移動される。またこのとき、励起パルスがトランスデューサ１２に供給されると、図４
（ａ）に示すように、リファレンス部材１５に超音波Ｓｏが照射され、その反射波Ｓｒが
検波回路２７で検出される。そして、ＣＰＵ３１は、Ａ／Ｄ変換回路２８で変換されたデ
ジタルデータをＩ／Ｆ回路２３，３２を介して取得し、そのデータをリファレンス部材１
５の反射波の強度としてメモリ３３に一旦格納する（ステップ１００）。
【００７６】
　その後、ＣＰＵ３１からの指示に基づいて、ロータ制御回路２１により各ロータ部１３
，１４が駆動されて超音波の２次元走査が開始される。ＣＰＵ３１は、各ロータ部１３，
１４の回転位置を判断しそれに基づいて測定点の座標データを取得する（ステップ１１０
）。そして、図４（ｂ）に示すように、生体組織３９表面に超音波Ｓｏが照射され、その
反射波Ｓｔが検波回路２７で検出される。ＣＰＵ３１は、Ａ／Ｄ変換回路２８で変換され
たデジタルデータを生体組織３９の反射波の強度としてメモリ３３に一旦格納する（ステ
ップ１２０）。
【００７７】
　その後、演算手段としてのＣＰＵ３１は、得られたリファレンス部材１５及び生体組織
３９表面での反射波Ｓｒ，Ｓｔの強度と、リファレンス部材１５及びプローブケース１１
の音響インピーダンスＺｒ，Ｚｓとを用いて、上記の式（７）に対応した演算処理を行い
測定点での音響インピーダンスＺｔを算出する。そして、ＣＰＵ３１は、算出された音響
インピーダンスＺｔを測定点の座標データに関連付けてメモリ３３に記憶する（ステップ
１３０）。
【００７８】
　その後、画像生成手段としてのＣＰＵ３１は、算出した音響インピーダンスＺｔに基づ
いて音響インピーダンス像を生成するための画像処理を行う（ステップ１４０）。詳しく
は、ＣＰＵ３１は、音響インピーダンスＺｔを用いてカラー変調処理を行い、音響インピ
ーダンスＺｔの大きさに応じた画像データを生成し、該画像データをメモリ３３に記憶す
る。
【００７９】
　ＣＰＵ３１は、全ての測定点での処理が終了し、１画面分の画像データが取得されたか
否かを判断する（ステップ１５０）。ここで、全データが取得されていない場合、ＣＰＵ
３１は、ステップ１１０に戻って、ステップ１１０～１５０の処理を繰り返し実行し、全
データが取得された場合には、該データを表示装置３６に転送して該データに応じた音響
インピーダンス像を表示させた後、図５の処理を終了する。
【００８０】
　この処理により、生体組織３９表面での音響インピーダンスの大きさに応じて色分けさ
れた音響インピーダンス像が表示され、その音響インピーダンス像によって、生体組織３
９における音響インピーダンスの分布が確認される。
【００８１】
　また、本実施の形態において、表示装置３６に音響インピーダンス像を表示させた状態
で入力装置３５を操作し、音響インピーダンス像における所定のポイント（座標）を指定
すると、ＣＰＵ３１により、その座標に対応する音響インピーダンスのデータがメモリ３
３から読み出される。そして、表示装置３６における表示画面にその音響インピーダンス
の値が表示される。
【００８２】
　従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
【００８３】
　（１）本実施の形態の超音波画像検査装置１では、術中において患部周辺に超音波プロ
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ーブ５の先端部を直接当てることにより、その音響インピーダンス像を表示装置３６の画
面に表示させることができる。従って、患部の一部をサンプリングして組織切片を作製す
る必要がない。勿論、その組織切片を染色する必要もない。すなわち、この超音波画像検
査装置１によれば、組織のサンプリング等が不要なため患部の診断を極めて迅速に行うこ
とができる。
【００８４】
　（２）本実施の形態の超音波プローブ５では、超音波がプローブケース１１の外表面付
近、すなわち生体組織３９表面に焦点が合った状態で照射されるため、微細な位置での音
響インピーダンスを求めることができる。また、超音波の二次元操作により複数点の音響
インピーダンスを求めることで、生体組織３９表面の画像として高解像度の音響インピー
ダンス像を生成することが可能となる。つまり、顕微鏡で得られるような画像を得ること
ができる。
【００８５】
　（３）実際の測定時においては、温度変化や測定系の回路特性の変化などの要因によっ
て、トランスデューサ１２から出力される超音波の強度が変動する可能性が高い。それを
考慮して、本実施の形態の超音波画像検査装置１では、プローブケース１１の外表面にリ
ファレンス部材１５を設けている。そのため、図４（ａ）に示すように、リファレンス部
材１５の反射波Ｓｒを検出し、その強度に基づいて音響インピーダンスを算出することに
より、測定条件の変動に応じて補正を行うことができる。これにより、正確な音響インピ
ーダンス像を得ることができる。また、リファレンス部材１５が走査範囲内に設けられて
いるので、リファレンス部材１５からの反射波の測定に続いて、生体組織３９の反射波を
迅速に測定することができる。
【００８６】
　（４）本実施の形態の超音波プローブ５では、超音波伝達媒体Ｗとして純水をプローブ
ケース１１内に充填したので、高周波数の超音波の減衰を低減することができ、音響イン
ピーダンスを高い精度で求めることができる。また、イオンを含まない純水には電気が殆
ど流れない。従って、プローブケース１１内に電動モータ等の電気部品を収容したときで
もショートの発生を心配しなくてもよく、絶縁構造を省略することが可能である。
【００８７】
　（５）本実施の形態の超音波プローブ５では、第１ロータ部１３及び第２ロータ部１４
が回転駆動することにより超音波の２次元走査が行われるので、直線的な移動で２次元走
査を行う場合と比較して、走査時の振動を低減することができる。このことは音響インピ
ーダンス像の高精度化に貢献する。また、超音波の２次元走査を高速で行うことができる
ため、患部の診断を極めて迅速に行うことができる。
【００８８】
　（６）本実施の形態の超音波プローブユニット２では、超音波プローブ５がハンドピー
ス部６に着脱可能に設けられている。よって、故障時などに超音波プローブ５またはハン
ドピース部６を交換することができ、取り扱い性やメンテナンス性を向上することができ
る。
【００８９】
　（７）本実施の形態の超音波プローブユニット２では、ハンドピース部６内にロータ制
御回路２１や信号処理回路２２などを設けるようにしたので、超音波プローブ５を小型に
することができる。また、超音波プローブ５内にロータ制御回路２１や信号処理回路２２
などを備えない構成であるため、例えば比較的高温での殺菌が可能となる、使い勝手に優
れたものとなる。また、ロータ制御回路２１や信号処理回路２２などを生体から離間させ
ることができるため、生体との接触による温度変化を回避でき、回路の特性が変化しにく
くなる。
【００９０】
　（８）本実施の形態の超音波画像検査装置１では、超音波で音速像を得る場合のように
フーリエ変換するといった処理が不要となることから、生体組織３９を迅速に可視化する
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ことができる。また、フーリエ変換するための回路が不要となるため、信号処理回路２２
を簡素化することができ、超音波プローブユニット２の小型化が可能となる。
【００９１】
　（９）本実施の形態の超音波画像検査装置１では、超音波プローブ５の表面（プローブ
ケース１１の外表面）を生体組織３９に当接させることにより、生体組織３９表面の凸凹
がなくなりその表面に対して直交する角度で超音波を照射することができるため、正確な
音響インピーダンス像を得ることできる。
【００９２】
　（１０）本実施の形態の超音波画像検査装置１では、術中における組織診断への利用が
可能となり、縫合前に患部が残されていないことを短時間で判断することができる。具体
的に、音響インピーダンスＺは音速Ｃと密度ρの積で表されるパラメータ（Ｚ＝ρＣ）で
ある。また、生体組織３９の密度は１．０８ｇ／ｃｍ３程度であり、組織部位間または患
部・健全部間で大きな差がないため、音響インピーダンスＺと音速Ｃとは相関関係を持つ
。よって、音響インピーダンス像によって音速像とほぼ等価な情報を得ることができ、生
体組織３９の構造を見ることが可能となる。例えば、癌化した生体組織においてコラーゲ
ン線維が増加すると、その部分が正常組織に比較して硬化するので、その状況を音響イン
ピーダンス像で確認することが可能となる。
【００９３】
　（１１）超音波画像検査装置１を用いれば、術中において生体組織３９の確定診断を短
時間で行うことができるので、組織確定診断以外の多くの作業も並行して行うことができ
る。その結果、手術時間の短縮と信頼性の向上を図ることができる。具体的に、光学顕微
鏡を用いた従来の外科手術では、患部の切除後に開腹状態で迅速診断を行い、概ね問題な
いことを確認した時点で縫合し、最終的に手術に問題がなかったことが確認されるまで数
日を要していた。また、問題がある場合には再手術が必要となってしまう。これに対して
、超音波画像検査装置１を用いれば、開腹状態において短時間で組織確定診断が可能とな
ることから、従来のような縫合後に再手術を行うといったケースは大幅に減少される。
【００９４】
　なお、本発明の実施の形態は以下のように変更してもよい。
【００９５】
　・上記実施の形態において、２次元走査手段は、２つのロータ部１３，１４によって構
成されるものであったが、これに限定されるものではなく、例えば、ロータ部とそのロー
タ部を直線的に移動させる移動機構とから構成されるものでもよい。また、ロータ部に代
えて、トランスデューサ１２を揺動させる揺動機構を用いてもよい。さらに、回転機構と
クランク機構とを組み合わせることで螺旋状に走査を行う２次元走査手段を構成してもよ
い。
【００９６】
　図６には、ロータ部４１と移動機構４２とからなる２次元走査手段の一例を示している
。図６の超音波プローブ４３では、プローブケース４４が筒状に形成され、そのプローブ
ケース４４内において、ロータ部４１がハウジング４５を介して移動機構４２に固定され
ている。ロータ部４１は、上記実施形態の第１ロータ部１３と同じ構成であり、その外周
面に２つのトランスデューサ１２が設けられている。移動機構４２は、電動モータなどを
駆動源としてガイド部材４６に沿って直線的に移動する周知の機構である。この超音波プ
ローブ４３では、ロータ部４１が回転駆動するとともに、そのロータ部４１の回転に応じ
て移動機構４２がガイド部材４６に沿って水平方向（図中左右方向）に移動することで、
超音波が２次元的に走査される。
【００９７】
　・上記実施の形態において、パソコン３を用いて超音波画像検査装置１を構成したが、
それ以外にワークステーションなどのコンピュータを用いてもよい。勿論、ＰＤＡ（Pers
onal Digital Assistant）などの携帯端末を用いて超音波画像検査装置を構成してもよい
。ＰＤＡなどの携帯端末を用いる場合、超音波プローブユニット２とともに手で持って移
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動可能であるので、病院内に限らず、救急救命医療の現場や在宅医療の現場などさまざま
な場所で超音波画像検査装置を利用することができる。また、ＰＤＡなどの携帯端末の通
信機能を利用して、音響インピーダンスのデータを別のコンピュータに送信し、そのコン
ピュータの画面に音響インピーダンス像を表示させるよう構成してもよい。さらに、超音
波プローブユニット２を通信装置を介してインターネットなどのネットワークに接続して
、該ネットワークに接続されたコンピュータによって超音波プローブユニット２を遠隔操
作するよう構成してもよい。このようにすれば、在宅医療の現場に医師が行かなくても、
患者自身が超音波プローブユニット２を患部付近に当てることで患部の状態を音響インピ
ーダンス像として可視化することができる。従って、患者とは離れた場所でそのインピー
ダンス像をモニター画面に表示させることにより医師が診断を行うことが可能となる。
【００９８】
　・上記実施の形態において、走査開始時にリファレンス部材１５での反射波Ｓｒの強度
を検出するものであったがこれに限定されるものではない。例えば、生体組織３９におけ
る１走査ラインの音響インピーダンスの測定を行う度に、リファレンス部材１５での反射
波Ｓｒの強度を検出して、その強度に基づいて音響インピーダンスの算出を行うようにし
てもよい。この場合、リファレンス部材１５が両側もしくは片側に位置するよう走査範囲
を設定する。このようにすれば、測定条件が急激に変わる場合に、測定条件の変動に応じ
た補正をリアルタイムで行うことができる。なお、リファレンス部材１５は、操作範囲の
周縁に設ける必要はなく、走査範囲のいずれかの位置に設けるものであればよい。
【００９９】
　・上記実施の形態では、測定点毎に反射波の強度を検出し音響インピーダンスを求める
ようにしたが、反射波の強度の検出を全ての測定点について行い、その後の処理ステップ
において各測定点での音響インピーダンス（１画面分の複数の音響インピーダンス）を一
括で求めるようにしてもよい。
【０１００】
　・上記実施の形態において、ガン組織などの音響インピーダンスが既知である場合、そ
の音響インピーダンスが測定された領域を、警告を促す色で表示するように構成してもよ
い。これにより、術中での生体組織診断を迅速に行うことが可能となる。
【０１０１】
　・上記実施の形態の超音波画像検査装置１では、カラー変調による音響インピーダンス
像を得るものであったが、それ以外に輝度変調した音響インピーダンス像として可視化し
てもよい。
【０１０２】
　次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把
握される技術的思想を以下に列挙する。
【０１０３】
　（１）請求項３において、２つの前記超音波振動子が前記ロータ部の回転軸を中心とし
て１８０度離れた位置に設けられることを特徴とする超音波プローブ。
【０１０４】
　（２）請求項１乃至３のいずれか１項において、前記被検査物はインビボの生体組織で
あり、その生体組織に前記収容体の外表面を直接接触させて使用することを特徴とする超
音波プローブ。
【０１０５】
　（３）請求項７において、前記装置本体は、前記音響インピーダンス像を表示するため
の表示装置を備え、前記画像生成手段は、算出した音響インピーダンスの大きさに応じて
カラー変調した画像データを生成し、その画像データにより、音響インピーダンスの大き
さに応じて色分けされた音響インピーダンス像を前記表示装置に表示することを特徴とす
る超音波画像検査装置。
【０１０６】
　（４）請求項７において、前記超音波プローブユニットは、ネットワークを介して装置
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波画像検査装置。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明を具体化した一実施の形態の超音波画像検査装置を示す概略構成図。
【図２】超音波画像検査装置の電気的構成を示すブロック回路図。
【図３】検波回路の動作を説明するためのタイミングチャート。
【図４】（ａ），（ｂ）は、リファレンス部材及び生体組織での反射を説明するための説
明図。
【図５】音響インピーダンス像の生成処理を示すフローチャート。
【図６】別例の超音波プローブを示す構成図。
【図７】従来の超音波顕微鏡での音速測定方法を示す模式図。
【符号の説明】
【０１０８】
　１…超音波画像検査装置
　２…超音波プローブユニット
　３…装置本体としてのパソコン
　５，４３…超音波プローブ
　６…ハンドピース部
　１１，４４…収容体としてのプローブケース
　１２…超音波振動子としてのトランスデューサ
　１３，１４…２次元走査手段を構成する第１ロータ部及び第２ロータ部
　１５…リファレンス部材
　２１…制御手段としてのロータ制御回路
　２７…信号強度検出手段としての検波回路
　３１…演算手段及び画像生成手段としてのＣＰＵ
　３９…被検査物としての生体組織
　４１…２次元走査手段を構成するロータ部
　４２…２次元走査手段を構成する移動機構
　Ｗ…超音波伝達媒体としての純水
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